
文
部
科
学
省
、
農
林
水
産
省
、

○
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
令
第

号

環
境
省

環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
一
条

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
第
二
号
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
材
認
定
等
事
業
に
係
る
登
録
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

人
材
認
定
等
事
業
に
係
る
登
録
に
関
す
る
省
令

（
人
材
認
定
等
事
業
）

第
一
条

環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条



第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
人
材
認
定
等
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

人
材
認
定
等
事
業
の
う
ち
育
成
に
係
る
事
業
（
以
下
「
育
成
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
講
習
又
は
研
修
（
以
下

「
講
習
等
」
と
い
う
。
）
を
、
人
材
認
定
等
事
業
の
う
ち
認
定
に
係
る
事
業
（
以
下
「
認
定
事
業
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ

て
は
書
面
審
査
、
口
述
審
査
又
は
実
地
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
登
録
の
申
請
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）

二

申
請
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
も
の

三

申
請
者
が
法
第
十
一
条
第
三
項
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四

直
近
の
三
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
登
録
の
申
請
に
係
る
人
材
認
定
等
事
業
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類



五

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

六

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ

登
録
の
申
請
に
係
る
人
材
認
定
等
事
業
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
事
項

ロ

育
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
講
習
等
の
講
師
の
氏
名
、
職
業
及
び
略
歴
並
び
に
講
習
等
の
受
講
定
員
に
関
す
る
事
項

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

人
材
認
定
等
事
業
の
名
称

二

人
材
認
定
等
事
業
の
行
わ
れ
る
場
所

三

人
材
認
定
等
事
業
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

（
登
録
基
準
）

第
四
条

法
第
十
一
条
第
四
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
の
申
請
に
係
る
人
材
認
定
等
事
業
に
係
る
手
数
料
の
額
が
当
該
人
材
認
定
等
事
業
の
適
正
な
実
施
に
要
す
る
費
用

の
額
を
超
え
な
い
こ
と
。



二

登
録
の
申
請
に
係
る
人
材
認
定
等
事
業
の
内
容
に
応
じ
、
講
習
等
又
は
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
安
全
の
確
保
を

図
る
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

登
録
の
申
請
に
係
る
育
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
が
当
該
育
成
事
業
に
お
い
て
三
年
以
上
講
習
等
の
業
務
に
従
事
し
た

イ
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

申
請
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
構
成
員
に
当
該
育
成
事
業
に
お
い
て
三
年
以
上
講
習
等
の
業

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
が
一
人
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
育
成
事
業
に
係
る
講
習
等
が
、
当
該
育
成
事
業
に
お
い
て
三
年
以
上
講
習
等
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
者
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
指
導
の
下
に

適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
育
成
事
業
に
係
る
講
習
等
は
、
当
該
育
成
事
業
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

環
境
の
保
全
に
関
す
る
指
導
に
必
要
な
知
識
又
は
技
能
に
関
す
る
事
項

（１）

環
境
の
保
全
に
関
す
る
指
導
の
安
全
な
実
施
に
必
要
な
知
識
又
は
技
能
に
関
す
る
事
項

（２）



ホ

直
近
の
三
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
育
成
事
業
に
係
る
講
習
等
を
受
け
た
者
が
五
人
以
上
で
あ
る
こ

と
。

四

登
録
の
申
請
に
係
る
認
定
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
認
定
事
業
に
係
る
審
査
の
方
法
及
び
基
準
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
認
定
事
業
に
係
る
審
査
の
基
準
は
、
当
該
認
定
事
業
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
含
む
も
の
で
あ
る

こ
と
。環

境
の
保
全
に
関
す
る
指
導
に
必
要
な
知
識
又
は
技
能
の
水
準
に
関
す
る
基
準

（１）

環
境
の
保
全
に
関
す
る
指
導
の
安
全
な
実
施
に
必
要
な
知
識
又
は
技
能
の
水
準
に
関
す
る
基
準

（２）
ハ

直
近
の
三
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
当
該
認
定
事
業
に
係
る
審
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

（
変
更
等
の
届
出
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は

式
第
二
、
登
録
人
材
認
定
等
事
業
の
廃
止
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な

様ら
な
い
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１（第２条関係）

人材認定等事業登録申請書

※整理番号

年 月 日

主務大臣 殿

氏名

申請者 印

住所

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律第 条第２項の11
規定により、次のとおり申請します。

人材認定等事業の名称

人材認定等事業の内容

人材認定等事業の行わ 屋 内

れる場所（該当するも

のに○をすること） 屋 外 森林 田園 公園 河川 湖沼 海岸 海洋

その他（ ）

人材認定等事業の対象

となる者の範囲

備考

１ ※の欄には、記載しないこと。

２ 申請者が法人その他の団体の場合にあっては、「氏名」については、法人その他の

団体の名称及び代表者の氏名を記載し、「住所」については、主たる事務所の所在地

を記載すること。

３ 氏名（法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印すること

に代えて、本人（法人その他の団体にあっては、その代表者）が署名することができ

る。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第２（第５条関係）

登録人材認定等事業変更届出書

整理番号

年 月 日

主務大臣 殿

氏名

届出者 印

住所

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律第 条第２項各11
号に掲げる事項を変更したので、同条第７項の規定により、次のとおり届け出ます。

人材認定等事業の名称

変 更 前

変更の内容

変 更 後

変 更 の 年 月 日 年 月 日

変 更 の 理 由

備考

１ 届出者が法人その他の団体の場合にあっては、「氏名」については、法人その他の

団体の名称及び代表者の氏名を記載し、「住所」については、主たる事務所の所在地

を記載すること。

２ 氏名（法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印すること

に代えて、本人（法人その他の団体にあっては、その代表者）が署名することができ

る。

３ 「人材認定等事業の名称」には、変更前の名称を記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様式第３（第５条関係）

登録人材認定等事業廃止届出書

整理番号

年 月 日

主務大臣 殿

氏名

届出者 印

住所

登録人材認定等事業を廃止したので、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育

の推進に関する法律第 条第７項の規定により、次のとおり届け出ます。11

人材認定等事業の名称

廃 止 の 年 月 日 年 月 日

廃 止 の 理 由

備考

１ 届出者が法人その他の団体の場合にあっては、「氏名」については、法人その他の

団体の名称及び代表者の氏名を記載し、「住所」については、主たる事務所の所在地

を記載すること。

２ 氏名（法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印すること

に代えて、本人（法人その他の団体にあっては、その代表者）が署名することができ

る。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


